参考様式２号

残置物処理等業務規程
名　称　

代表者　

１　名称・目的
	（居住支援法人の名称、残置物処理等業務規程を作成する目的等を記載）




２　委託者の資格
	（残置物処理等業務の委託者の資格（居住支援法人に残置物処理等業務を委託することができる者の範囲・要件等）を記載）




３　残置物処理等業務の実施の方法に関する事項

(1) 住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
	（モデル契約条項を踏まえ、委託者との間で、解除関係事務委任契約（賃借人が賃貸借契約の存続中に死亡した場合に、賃貸借契約を終了させるための代理権を受任者に授与する委任契約）及び残置物関係事務委託契約（賃貸借契約の終了後に残置物を物件から搬出して廃棄する等の事務を委託する準委任契約）等を締結し、これらに基づいて残置物処理等業務を実施する旨記載）




(2) 契約の締結及び変更に関する事項
	（契約の締結や変更の方法等を記載。契約の締結等を書面によって行うこと、契約の締結等に際し、委託内容や費用、契約の変更・解約に関する事項等の重要事項を記載した説明書等を交付すること、委託者が契約の内容を十分に理解した上で締結できるよう、丁寧な説明を行うこと等を記載）




(3) 残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
	（①指定残置物の指定、②委託者死亡時通知先への通知、③非指定残置物の廃棄・換価、④指定残置物の送付・換価・廃棄、⑤賃貸借契約の解除等に関すること、⑥各業務の実施に当たり、必要な確認・記録を行うこと、⑦動産の搬出前に委託者死亡時通知先に通知すること、⑧物件の立入り及び動産の搬出・保管に係る権限等について記載）




(4) 残置物処理等業務の委託に関する事項
	（残置物処理等業務の一部を第三者に委託する場合には、その旨を記載。受任者が業務の一部を第三者に委託すること（復受任）には、原則として委任者の承諾を要することから、実際に締結する解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約の契約書においてもその旨の特約を記載）




４　残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
	（指定残置物・非指定残置物を換価したとき及び物件内に金銭があったときの返還方法や、委託者及び相続人等に対する費用の請求及び精算方法を記載）




５　残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
	（残置物処理等業務に関する問合せを受ける連絡先や、苦情相談窓口等の体制整備、賃貸借契約における特約条項に関すること等を必要に応じて記載）




６　その他必要な事項
	（残置物処理等業務に関して知り得た情報について、確実かつ安全に他に漏れることのない方法で保存すること、残置物処理等業務に関して知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために使用しないこと等を記載）




７　添付書類
	（住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約書のひな型や、説明用のリーフレット等を添付）




８　附則
	（残置物処理等業務規程の施行日（効力を発する日）等を記載）
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